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国保マスコット
健康まもるくん

問い合わせ･･･国民健康保険課　i048-259-7669　k048-259-4950（課税に関すること）
国保収納課　　　i048-259-7671･7673　k048-259-4965（納付相談に関すること）

消防団員を
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賦課限度額

7.45％
28,000円
65万円
2.50％
9,000円
24万円
1.30%
13,000円
17万円
-
-
-

11.25%
50,000円
106万円

7.45％（変更なし）
44,000円
66万円
2.78%
16,000円
26万円
2.36%
17,000円

17万円（変更なし）
0.27%
1,500円※
3万円
12.86%
78,500円
112万円

国民健康保険税の納付は忘れずに国民健康保険税の納付は忘れずに
国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときにかかる医療費に充てる大切な財源です。
安心して医療が受けられるように保険税は納期限内に納めましょう。

※18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者は0円となります。こども家庭庁
ホームページ▶ 市ホームページ▶

納付書が同封されているかたは、納期限内に市役所や金融機
関の窓口、コンビニ払い、スマホ決済などで納めてください。

●納税通知書は7月中旬に送付

年金天引きの場合を除き、原則として口座振替による納付を
お願いしています。納付書で支払う予定のかたには、口座振
替の申込書を同封しますので、ぜひこの機会に口座振替の登
録をお願いします。

この制度は、被保険者の皆さんに支援金をご負担いただくこ
とで、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する制度です。
詳細は、こども家庭庁ホームページをご確認ください。

●保険税の納付は安全･確実･便利な口座振替で

●子ども・子育て支援金制度が始まります

税率・賦課限度額が変更になります
区　分

①医療給付費分

②後期高齢者
支援金分

③介護納付金分
（40～64歳）

④子ども･子育て
支援金分

①～④の合計

令和7年度 令和8年度

募集しています！
「自らのまちは自ら守る」地域の安全と安心を守るため、
あなたにもできる事があります。ぜひ一緒に活動しましょう。

※その他、退職報償金制度、公務災害補償、消防個人年金、火災共済などの福利厚生もあります。 
　詳細はお問い合わせください。

市内在住の18歳以上で健康なかた（性別・職業不問）対象者

大切なまち・人を守る力！

問い合わせ…消防総務課　i048-261-8102　k048-261-5955　

川口市
消防団の活動

警備警戒活動 教育訓練

機械器具の点検火災予防活動

防災活動

消火活動

水防活動

【平常時】

【災害時】

女性でも入団できるの？
川口市消防団では、女性団員も活動しており、全消防団員の約8.6％（令和8年4月1
日現在）を占めています。→昨年から約0.6ポイント増

会社勤めをしていて、活動に参加できないこともあるけど大丈夫？

消防団員ってボランティアなの？
消防団員は報酬や手当のないボランティアではなく、非常勤特別職の地方公務員で
あるため、市から年額報酬や災害出動・訓練などに対しての報酬が支給されます。

川口市消防団では自営業、会社員、公務員などさまざまな職種のかたが活動してお
り、仕事に無理のない範囲でご協力をお願いしています。

消防団員を

2026.7　広報かわぐち 6

問い合わせ…高齢者保険事業室　i048-259-7653　k048-259-7930　※FAXでの問い合わせは、返信先の明記をお願いします。

後期高齢者医療制度にご加入の皆さんへ
◆後期高齢者医療資格確認書・後期高齢者医療資格情報のお知らせを送付します

資格確認書を、医療機関を受診する際にご提示
ください。
※住所の記載は裏面の記入欄にご記入ください。

資格情報のお知らせは、被保険者の資格（被
保険者番号、保険者名、氏名、負担割合な
ど）を記載した通知書です。医療機関で受診
する際、マイナ保険証の利用ができない場合
は、マイナ保険証とともに提示することで受
診が可能となります。
※資格情報のお知らせだけでは
　受診できません。

令和８年度から子ども･子育て支援金制度が始まります。
医療分の保険料とは別に、子ども･子育て支援納付金分の保険料を算定します。

◆令和８年度からの保険料が変わります

令和８年度の保険料

保険料算出の基礎となる保険料率(均等割額と所得割率)は県内の全市町村で均一で、2年ごとに見直しが行われます。
令和９年度の子ども分の保険料率は令和８年度中に決定します。

令和８·９年度の保険料率

同一世帯内の被保険者と世帯主の
令和7年中の総所得金額等の合計
額が軽減判定基準以下の場合は、
保険料の均等割額が2割･5割･7割
(医療分は7.2割)軽減されます。

均等割額の軽減

※氏名、生年月日などをご確認ください。

 医療分　〈令和8・9年度〉

均等割額 52,370円
(6,440円増）

所得割率 9.49%
(0.46ポイント増）

 　子ども分（子ども・子育て支援納付金分）〈令和8年度〉

均等割額 1,330円 所得割率 0.25%

■軽減後の均等割額の比較

軽減割合

7割（医療分は 7.2割）

5割

2割

13,700円／年

22,960円／年

36,740円／年

14,900円／年（+1,200円）

26,840円／年（+3,880円）

42,950円／年（+6,210円）

令和6・7年度 令和8年度
（医療分と子ども分の合計）

年間保険料
（限度額87万1千円）

医療分
（限度額85万円）

子ども分
（限度額2万1千円）

医 療 分

子ども分

所得割額
（（総所得金額等－43万円）×9.49%)

所得割額
（（総所得金額等－43万円）×0.25%）

=

=

＋

＋

均等割額
(52,370円）

均等割額
(1,330円）

参考　令和6・7年度の保険料率 均等割額　45,930円　　所得割率　9.03%

見本
見本

新設

詳細はこども家庭庁
ホームページを
ご確認ください▶

資格確認書 資格情報のお知らせ

資格確認書

資格情報の
お知らせ

対象者
※令和8年8月1日時点

①85歳以上
②85歳未満でマイナ保険証の利用登録
をしていないかた
85歳未満でマイナ保険証の利用登録を
しているかた

発送時期

7月中旬から下旬

発送方法

特定記録郵便

普通郵便

有効期限

令和9年7月31日

所得割率

所得割率

賦課（保険料計算）のもととなる所得金額

賦課（保険料計算）のもととなる所得金額


